
 

info 医療費の自己負担分を
免除・減額・徴収猶予できる制度があります

対象となる世帯

info 令和 8年度施設等利用給付認定（保育料無償化）の
新規申請受付開始

　国民健康保険には、病院などで支払う医療費の自己負担分（一部負担金）の免除・減額・徴収猶予の制度があります。
対象となる世帯で制度の利用を希望される方は、生活状況の聞き取りや申請書類のご案内をしますので、国民健康保
険課までお問い合わせください。

　世帯主が1年以内に失業、災害などの特別な
理由※により、一時的に生活が困難な状態の世
帯で、療養見込み期間が3か月以内であり、世
帯の収入が生活保護基準と同程度まで減少し
ていること。また、国民健康保険税の滞納がな
いこと。

①震災、風水害、火災などの災害で、心身または資産に重大な損害をうけたとき。
②干ばつ、風水害などによる農作物の不作、不漁などの理由で、収入が減少したとき。
③事業または業務の休止・廃止、失業などで収入が減少したとき。
④これらに似た理由があるとき。

令和8年4月1日から新たに施設等利用給付認定を希望する方は、保育こども園課へ申請をしてください。

①認可外保育施設　②一時預かり事業　③病児保育事業　④ファミリーサポートセンター、
⑤預かり保育事業（幼稚園・認定こども園）　⑥新制度未移行幼稚園

「保育の必要性」（※1）のある3～5歳児クラス（※2）の児童。
ただし、⑥の新1号認定（※3）は除く。

申請場所 受付期間保育こども園課窓口
（本庁舎東棟2階）

必要書類

上限額
（月額）

注意事項

施設等利用給付認定申請書、保護者（父・母）の就労証明書など

3～5歳児クラスの児童37,000円、0～2歳児クラスの児童42,000円（非課税世帯のみ）
※⑤、⑥は上限額が異なるため保育こども園課までお問い合わせください。

利用する施設・事業によっては、支給認定を受けたあとに保育料の償還払いの手続きが別途必要です。

※1　「保育の必要性」があるとは、両親が就労等（就労、妊娠・出産、療養、介護、就学、育児休業、災害、
　　　求職）の理由で家庭保育ができない世帯のことを指します。
※2　０～２歳児クラスの児童においても住民税非課税世帯は対象となります。
※3　満３歳以上の児童で、教育時間のみを利用する場合の認定。
※4　受付期間終了後も随時受付を行いますが、申請をした翌月から対象となります。遡っての
　　　申請受付はできません。

※特別な理由とは・・・

対象施設・
事業

申請要件

3/19（木）まで（※4）

詳細はこちら

問　申　保育こども園課　☎973-5427

問　 国民健康保険課　国保給付係　☎989-5347
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うるま市明るい選挙啓発ポスター
コンクール表彰式

1
23

うるま市新春交歓会では、多くの関係者の皆様と新年を祝
い、大盛況となりました。本交歓会では、市制20周年を祝
う「うるまハタチ」や、海、音楽、食文化など地域・人々の魅
力を「まんまうるま」としてPRし、うるまの“感動”が広がる
イベントとなりました。

うるま市新春交換会1
9

うるま市ハタチの集い ＼ 総勢973名 ／1
11

ポスターコンクールの表彰式を行いました。小中高校から
381点の応募があり40点の作品が市優秀賞に選ばれ、11点
が県入選となりました。そのうち田場小3年西銘美月さん、
川崎小6年兼城充生さん、あげな中3年金武銀杏さん、具志
川商業高校3年島仲紗妃さんが県優秀賞を受賞しました。

にしめ　　 るな

かねしろ　みつき きん　　いちょう

しまなか　 さき

“うるまハタチ”が一斉に集う「うるま市はたちの集い」に総勢973名が揃いました。会場は色とりどりの“はたち”で一気に華
やかに！「うるま市のミライをつくるのは私たちです。」そう力強い感動の決意表明をしてくれた、はたち代表の阿嘉瑠也さ
んと十場いちごさん。会の締めくくりは、みんなでカチャーシー！みんなで踊る、沖縄らしい雰囲気のお祝いです。当日のよ
うすは市インスタグラムで公開中です。キラキラ輝く姿をぜひご覧ください！58万回再生中！（2/12時点）

あか　　るきや

じゅうば
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